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サービスに．、 ・タ…  、 の血  

○ 居住系サービスの利用者が入院・外泊した際、一定の支援を実施した場合に  
障害福祉サービス責用等を支払う措置について、更に拡充する。  

（1）施設入所支援・旧法施設支援（通所を除く。）  

入院・外泊時加算が算定できる8日を超える入院一外泊について、一定の支援を行った場合に   

新たに日額の加算を算定することができる仕組みとする。  

（2）障害児施設支援（知的障害児施設、第二種自閉症児施設、盲児施設、ろうあ児施設、肢体不自由児療護施設に限る。）  

入院・外泊時加算が算定できる12日を超える入院t外泊について、一定の支援を行った場合に   
新たに日額の加算を算定することができる仕組みとする。  

（3）共同生活介護・共同生活援助   

利用者の入院時や帰宅時の支援を行った場合に、新たに日額の加算をすることができる仕組み   

とする。  
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入所施設における入院時の支援について  

○現行の入院■外泊時加算が算定できる8日（障害児施設支援については12日）を  

超える入院等について、一定の支援を行った場合に新たに日額の加算を算定する。  

入院日 1日  8日   9日  31日  

I 
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；【算定要件】  
l  

01回の入院等について、捌こ限り算定する。  

○ 一定の支援を行った場合に算定できることとする。  
l  

：01月及 
I  

び1回の入院中については、   
l  

：○ 入院だけでなく、外泊も対象とする。  

蔓特別加算との併給はできないこととする。   



長期入院等支援加算（新加算）の単位数について  

○ 長期入院等支援加算の単位数は、入院t外泊時加算の1／2の単位数とし、施設ごとに  

次のように設定する。  

○ ただし、通勤寮は元々単価が低いので、入院・外泊時加算と同じ単位数とする。  

定見   
入院一外泊時  新加算の単位数 ※入院・外泊時加井の  
加井の単位数  1／2   

障害者支援施設   ～60   320  酢  

61・｝80   272  ー  

81～   247  

身体障害者更生施設  ～40   320 

（内部障害者更生施設以外）  41～60   320  粧  

61～90   276  針  

91～   238  

（内部障害者更生施設）   ～40   320  

41～60   320  

61～90   28  

91一－   244  萱草 

身体障害者療諸施設   10   320  

11～20   320  印 

30・｝40   320  

41～60   320  

61～90   314  

91～   282  

身体障害者授産施設   ・・■40   320  

41～60   320  

61～90   274  

91～   229  

知的障害者入所更生施設   10   320  

11～20   320  印 

30～40   320  

41～60   320  

61～90   288  

91～   252  

知的障害者入所授産施設   ～40   320  

41～60   320  

61～90   283  

91～   46  

知的障害者通勤寮  

－22－   



‡ミグループホームーケアホームにおける入院・帰宅時等の支援について  

○ グループホーム・ケアホームについて、利用者の入院時に支援を行った場合や帰宅時  

の支援を行った場合に加算を算定しているところであるが、新たに、一定の支援を行った  

場合に日額の加算を創設する。（現行の加算との選択とし併給不可）   



入院時支援特別加算  

従業者が病院又は診療所を訪問し、入院期間中の被服等の準  

備や利用者の相談支援など、日常生活上の支援を行うとともに、  

病院等との連絡調整を行った場合に報酬を加算。（月1回算定）   
入院期間 3日～ 6日（訪問：1回以上） 561単位   

入院期間 7日～1ユ＿旦（訪問：2回以上）1122単位（※1）   

入院期間 7日～ユ旦旦（訪問：2回以上）1122単位（※2）  
（※1）ケアホーム、（※2）グループホーム（経過的ケアホーム含む。）  

入院時支援特別加算   

従業者が病院又は診療所を訪問し、入院期間中の  

被服等の準備や利用者の相談支援など、日常生活上  

の支援を行うとともに、病院等との連絡調整を行った  

場合に報酬を加算（月1回算定）  

t入院期間 3日～6日（訪問1回以上） 561単位  
・入院期間 7日以上（訪問2回以上）1122単位  

長期入院時支援特別加算（新設）   

従業者が病院又は診療所を訪問し、長逝入院期間中の被服等  

の準備や利用者の相談支援など、日常生活上の支援を行うとと  

もに、病院等との連絡調整を行った場合に報酬を加算。  

入院期間 3日以上（訪問：概ね遇1【司上）122単位／日（※1）  

・基底遡周 3日以上（訪問：概ね遇1M単位．／日（※2）   
（※1）ケアホーム、（※2）グループホーム（経過的ケアホーム含む）  

帰宅時支援加算  

家族等の居宅蔓において外泊した場合であって、帰省に伴う  

家族等との連絡調整や交通手段の確保等の支援を行った場合  

に報酬を加算（月1回算定）  

・外泊期間 3日～ 6日 187単位  
・外泊期間 7日～11旦 374単位（※1）  

・外泊期間 7日～1旦巳 374単位（※2）   
（※1）ケアホーム、（※2）グループホーム（経過的ケアホーム含む）  

帰宅時支援加算   

家族等の居宅において外泊した場合であって、帰省  

に伴う家族等との連絡調整や交通手段の確保等の支  

援を行った場合に報酬を加算（月1回算定）   

・外泊期間 3日～6日 187単位  
・外泊期間 7日以上  374単位  

長期帰宅時支援加算（新設）   

家族等の居宅簑において長遡鼠外泊した場合であって、帰省  

に伴う家族等との連絡調整や交通手段の確保等の支援を行った  

場合に報酬を加算   

・姓迫期間 3日以上 40単M（※1）   

・外泊期間＿墨日以上 25単位／巳（※2）   

（※1）ケアホーム、（※2）グループホーム（経過的ケアホーム含む）   



帰宅時支捷加暮の暮  定方法は、入院時支  援特別加叢感凛遠滴  法と岡田  グループホーム・ケアホームにおける入院・帰宅時に係る加算の算定（例）  

【入院期間が4月1日から12日の場合（ケアホーム）】  

【長期入院時支援特別加算】122単位×8日＝ 976単位   

入院 1日  3日  

4／1 4／2 4／4  

【入院期間が4月1日から21日の場合（グループホーム）】  

院
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入院 1日  
4／1   4／2  

【入院期間が4月1日から5月10日の場合（ケアホーム）】  

ぎ 【長期入院時支援特別加算】   

‖  
122単位×7日＝ 854 古   

…
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定
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入院1日   3日  

4／1 4／2  4／4   

（注）入院日数は連続している必要はない  
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就労継続支援B型サービス章（Ⅰ）  

の算定要件の緩和  
l－‾■‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾●‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾●‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾■一一－■■■一－－■－●■■■■■一一■一－■■‾‾‾■‾‾－‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾－‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾●‾‾‾‾‾  

特定旧法指定施設を利用していた重度障害者について、新体系移行後、利用者にとって：  
l ；ふさわしい支援サニビスに移行するまでの間、就労継続支援B型事業所での受入を継続  
；するため、現行の就労継続支援B型サービス費（Ⅰ）の算定要件を緩和する。   

【参考】就労継続支援B型報酬（1日あたり）   

就労継続支援B型サービス費（Ⅰ）  就労継続支援B型サービス責（Ⅱ）  

人以下  481  （1）利用定員が40人以下  527単位  

（2）利用定員が41人以上60人以下 494単位  
（3）利用定員が61人以上80人以下 485単位  
（4）利用定員が81人以上  470単位  

（
鳩
糞
ム
）
 
 
 

（2）利用定員が41人以上60人以下 448単位  
（3）利用定員が61人以上80人以下 439単位  
（4）利用定員が81人以上  424単位  



目棲工賃達成加算の算定要件の緩和  
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾●‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾■－■●－－－●一■■●■－－一－●■－－－－－t一一－－－－－－－－一一・－－－－－一一－－一●一一－－－－－一一■－■t■一－－一一一一－■■■●－－●●■－－－－－－－－－－－－－－－－「  

l  

；「エ賃倍増5か年計画」を積極的に推進するため、目標工賃達成加算が、工賃水準の引上げによ  
l ；リー層有効なものとなるよう、新たに「目標工賃達成加算（Ⅱ）」を設ける。  
■－－ －－－－－－●－ － －－－一－－－■－－－－－－－－－－■－t■■■－－▲－－－－－－■t－－■■ ■■■■t●－－■ ■●■■■■■●一■ ■●■■－－■●■ ■ ■■■●■■■－■■ t■■■－－－－－ －－ ■■■■t一－ ■ ■－■●■■■■■■ 一－ －－■■・－■■■－－■■－■■■t■ ■一一一一■ ■■■－  

1．対象事業所  就労継続支援B型事業所  

2．算定要件   
①前年度に、当該事業所の利用者に対して支払ったエ賃の平均額が、次のいずれにも該当すること。  

ア 前々年度の平均工賃額を超えていること。   
イ 当該年度におけるさ脚   

当卿おい  

参加し． r工賃引上げ計i軒l甚権  

巨御中均工賃の1t‖I分のさ0に相当する額を超えていること。   

爛こ  

射ることL  

【改正後】  【現 行】  

目標工賃達成加算   

加算報酬   26単位   

「前年度平均工賃」＞「前々  

年度平均工賃」  

前年度平均工賃が  

算定要件  最低賃金の1／3以上  

「前年度平均工賃」＞「事業  

所が設定した工賃の目標額」  



目標工賃達成加算の基準額算出  

の変更について（薫）  
－■■－■■－－一蠣－■■■■－●■－■－■■蠣一■■■■■■■■一■t■－■－■－■－－■■■■■－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－t－－，－－－－－ －－－－－－－－－－－－－－－一－－－－－－－－t－t－－－－－－－－■■■■■－■t■■■－●■■－－■■－■■－－  

「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要す  

る費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」（平成18年10月  

1日付け障発第1031001号厚生労働省社会■援護局障害保健福祉部長通知）において定める  

「目標工賃達成加算の要件」について、以下のように変更する。  
l＿＿＿＿．＿．＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿．＿＿＿＿＿＿＿＿＿，＿＿＿＿＿＿＿＿．＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿－－■■■■■■■－－－－－－－－－－－－－・－－－－】■■■－■‾■‾→一■‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾t ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾  

【現 行】  

目標工賃達成加算の要件  
ア 前年度の調整後の工賃実績（※1）が目標工賃以上であること。  
イ 原則として、前年度の調整後のエ賃実績が前々年度の調整後の工賃実績以上であること（経済状況等により低下する場合（※2）   

を除く）。  
り 前年度の調整後の工賃実績が地域の最低賃金の3分の1（※3）以上であること。   

※1調整後の工賃実績  

（i）新規利用者については、利用開始から1年に達するまでの間、エ賃実績から除外することを可能とする。  
（ii）月の途中において、利用開始又は終了した者の当該月の工賃は、工賃実績から除外する。   

※2 同一都道府県内の8割の就労継続支援B型事業所のエ賃実績が低下した場合は、同一都道府県内全ての事業者についてこの   

規定は適用しない。なお、これ以外の場合においても、個別の事業者にとって、原油価格、為替相場の変動が直接影響すること   
等により、年間の直接経費が10％以上上昇した場合等著しい変動が合った場合で、都道府県がやむを得ないものとして認めた  

場合はこの規定を適用しないこととする。   

※3（i）時給の場合   

調整後のエ賃実績が前年度の各都道府県の最低賃金の3分の1（円未満四捨五入）以上  
（ii）日給の場合   

調整後の日給工賃実績を5（時間）で除して得た籠が、前年度の各都道府県の最低賃金の3分の1以上（1日当たりの利用時間が   

3時間以下の者の工賃は、工賃実績から除外する。）  
（iii）月給の場合   

調整後の月給工賃実績を110（5時間×22日）で除して得た額が前年度の各都道府県の最低賃金の3分の1以上   



【改正案】  

目標工賃達成加算⊥ヱ⊥の要件  

ア 前年度の工賃実績（※1）が目標工賃以上であること。  
イ 原則として、重畳直の王賃実績が前々年度堕畳呈鎧以上であること（経済状況等により低下する場合（※2）を除く）。  

り 前年度のエ賃芙踵が地域の最低賃金の3分の1（※3）以上であること。  

目標工賃達成加算（Ⅱ）の要件  

ア「工賃倍増5か年計画」への積極的参加及び「エ賃引上げ計画」の  

イ、原則として、前年度の工賃実績が前々年度の三遷実績以上であること・、経済状況等により低下する場合を除く∴  

り 前年度の工賃実績が各都道府県の事業種別平均工賃の10p分の80に相当する韓以上てあること．   

※1菰生皮 のエ賃実績  

潤ものとする。  

（ii）月の途中において、利用開始又は終了した者の当該月のエ賃は、エ賃実績から除外する。   

※2 同一都道府県内の8割の就労継続支援B型事業所のエ賃実績が低下した場合は、同一都道府県内全ての事業者についてこの   

規定は適用しない。なお、これ以外の場合においても、個別の事業者にとって、原油価格、為替相場の変動が直接影響すること  
等により、年間の直接経費が10％以上上昇した場合等著しい変動が合った場合で、都道府県がやむを得ないものとして認めた  
場合はこの規定を適用しないこととする。   

※3（j）時給の場合   

前年度の工賃実績が前年度の各都道府県の最低賃金の3分の1（円未満四捨五入）以上  
（ii）日給の場合   

各事業所の前年度のエ賃実績（時給）が、青柳  
（iii）月給の場合   

（ii）に同じ   



アホームにおいて個人単位でホームヘルプサービスを利用する場合の対象者の拡大について  

対象者について、これまで障  

のを、障害程度区分4以上、  

ケアホームにおいて個人単位でホームヘルプサー  ス
 
 

ビ
 
 

劇
綿
 
 

護
 
 

害程度区分4以上、かつ、行動援護又は重度訪問介  
かつ、一定の  

現
行
分
 
 

障害程度区分4以上、かつ、  
行動援護又は重度訪問介護  現行どおり  

対
象
者
 
 

障害程度区分4以上、かつ、下記の要件を満たす  
①ケアホームの個別支援計画にホームヘルプサービスの   

利用が位置づけられていること。  
②ケアホームでのホームヘルプサービス利用について市  

めること  

－
∽
○
－
 
 

居
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居宅介護、重度訪問介護の  
利用が可能  

現行どおり  
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重度訪問介護対象者の各区分の国庫負担  
基準額から、1，180単位／月を減額した単   

現行どおり  
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経過的ケアホーム入居者の居宅介護  
対象の各区分の国庫負担基準額から  
1，180単位／月を減額した単位数を適用  



立でホームヘルプサービス  アホームにおいて  

現行の対象者  

【対象者】  

障害程度区分4以上、かつ、行動援護又は重度訪問介護対象者  

【ケアホームの報酬及び加算】  

一報酬については、障害程度区分（区分4～区分6）にかかわらず、区分2（210単位／日）の報酬単価   
を適用  

・加算については、小規模事業加算、自立生活支援加算、帰宅時支援加算、入院時支援特別加算、夜   
間支援体制加算、小規模事業夜間支援体制加算は適用  
（※）平成20年4月に新設される長期帰宅時支援加算、長期入院時支援特別加算は適用  

【ケアホームの人員配置基準】  

一個人単位でホームヘルプサービスを利用する者については、生活支援員の配置基準の適用外とする。  

・サービス管理責任者については、配置基準の対象とし、個別支援計画の作成を義務づける。  

【国庫負担基準】  

・現行の経過的ケアホーム入居者の行動援護又は重度訪問介護対象者の各区分（区分4～区分6）の   

国庫負担基準額から、1，180単位／月を減額した単位数を適用  
※障害程度区分2のケアホームの報酬額と国庫負担基準額が重複する部分について、国庫負担基準綾を減額  

【期間】  

平成19年4月1日から平成21年3月31日までの時限措置  

上記の対象者師走要件を満たした者に、蜘ビス（身体介護のみ）利用を認め   



今回の対象者の拡大  

る者に対して、下記の要件により、居宅介護（身体介護のスポット支援のみ）の利用を可能とする。  
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【対象者】  

邁たす畳  

①ケアホームの個別支援計画   づけられていること。  にホームヘルプサービスの   

めること  

排泄、衣服着脱等の身体介 ※ ホームヘルプサービスの支給決定は、入浴、食事、 護のスポット支援であること 

※ ホームヘルプサニビ星型支給決定lこあたり、必要lこ応じて、市阻封書査会又は地域自立支援協議会に意見を聞くことができる。  

【ケアホームの報酬及び加算】  

・報酬については、障害程度区分（区分4～区分6）にかかわらず、区分2（210単位／日）の報酬単価   

を適用  

・加算については、小規模事業加算、自立生活支援加算、帰宅時支援加算、入院時支援特別加算、長   

期帰宅時支援加算、長期入院時支援特別加算、夜間支援体制加算、小規模事業夜間支援体制加算   

は適用  

【ケアホームの人員配置基準】  

・個人単位でホームヘルプサービスを利用する者については、生活支援員の配置基準の適用外とする。  
・サービス管理責任者については、配置基準の対象とし、個別支援計画の作成を義務づける。  

【国庫負担基準】  

・現行の経過的ケアホーム入居者の  の各区分（区分4～区分6）の国庫負担基準額か   

ら、1，180単位／月を減額した単位数を適用   
※障害程度区分2のケアホームの報酬額と国庫負担基準額が重複する部分について、国庫負担基準額を減額  

【期間】  

1日から  31日までの  

※現行の対象者については、現行どおりの取り扱いと   



アホームにおいて個人単位でホームヘルプ  合の  
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アホームにおいて個人単位でホームヘルプサービス  

者の拡大に係るQ＆Aについて  

島台の  

Ql今回、障害程度区分4以上であり、一定の要件を満たした者は、居宅介護の身体介護を利用できることとなったが、   
現行の対象者（障害程度区分4以上、かつ、行動援護又は重度訪問介護対象者）についても、居宅介護の身体介護   
のみ利用可能なのか。  

A現行の対象者（障害程度区分4以上、かつ、行動援護又は重度訪問介護対象者）については、現行どおりの取り扱   

いとする。  

Q2 身体介護のスポット支援とは、どのような支援を想定しているのか。  

A 身体介護のスポット支援については、次のような支援を想定している。  

（例）   

○ 排泄・食事介助、清拭・入浴、身体整容、体位変換、移動・移乗介助、起床及び就寝介助、服薬介助等   
○ 利用者の行動を予測しながら危険を回避するための支援   

○ 利用者が適切な行動を選択できるための支援   

（※）いずれの場合においても、一時的に個別支援が必要となる場合のみとする。   




